平成１９年度第２３回部長会（概要報告）
・日   時　　平成２０年３月３日
・場　 所 　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・各部局長　
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市長あいさつ

　みなさん、おはようございます。

３月市議会定例会が始まり、先週の本会議で、平成２０年度の市政運営方針を発表しました。明日からは、代表質問が行われ、平成２０年度の市政運営について、議会のご審議をいただくことになります。部局長のみなさんは、しっかりと答弁をしていただきますようお願いしておきます。

市長就任以来、｢八尾の再生｣、｢元気で新しい八尾｣を目指し、全職員が議論に参加する形で、約８００の全事務事業の総点検をはじめ、行財政改革に取り組み、「八尾市行財政改革プログラム」、「同アクションプログラム」、「やおマニフェスト実行計画」、そして「第８期実施計画」と、９ヶ月あまりの短期間で、これだけのものをまとめ上げていただいたことに感謝しています。これも職員のみなさんのパワーだと思っています。

３月定例会の中では、大阪府の暫定予算についていろいろ質問が出てくるのではないかと思っています。この間、本会議、議会運営委員会、各派代表者会議等で、府議会におけるところの大阪府の暫定予算についてお話をさせていただきました。

大阪府からの支出金が約５１億円、その中で八尾市の影響額は１億２２００万円となっています。工事の委託関係が８５００万円を含んでいますから、実質３７００万円となりますが、橋下知事がゼロベースで見直すと言われていますから、これら以外にも「出さない」といったことになるかもしれませんので、そういった不測の事態も含めて判断していかなければならないと考えています。

本会議でも申し上げましたが、当初予算案に盛り込んだ事業につきまして、今後、府の本予算におきまして、仮に不可欠な府支出金が計上されないと決定された場合は、市が事業をやめるとなれば、市民の生活に影響が出かねないことから、基本的には、市税を投入してでも事業を進めていかざるを得ないものと考えています。私は、この方針のもとで、事業実施に臨んでいきたいと考えています。

３月定例会には、依然として非常に厳しい財政見通しの中、私自身、任期終了まで報酬をカットし、副市長以下常勤特別職等も同様の措置を講ずる条例改正を議会に上程しております。このような状況の中で、皆さんの管理職手当の１０％カットについては、継続せざるを得ないと判断しており、皆さん方には、引き続き厳しい状況となりますが、ご理解とご協力をお願いします。管理職の皆さんにも、この趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

ＫＥＳステップ２の認証更新審査を受けました。本市の取り組みについて総合的にご審査いただきましたが、平成１８年１０月から平成１９年９月までの「環境改善計画」をほとんど達成していること、また、２年次も継続中であることや、内部監査の充実や保育所・学校園への環境出前教育の実施を図っていることなどについて、高い評価をいただけたものと考えています。

今後とも、環境先進都市・八尾の実現をめざす取り組みに努めていきたいと思います。

次に、２月２２日には、大阪市の平松市長とお会いし、両市行政協力について協議し、ごみの共同処理の問題などさらなる連携強化を確認しました。特に、八尾空港西側跡地については、本市では新都市核となる土地の活用促進に向けて、積極的な検討を進めていきましょうとお話しし、大阪市との検討会議を設置することになりました。今後の進展を期待しています。

行財政改革に精力的に取り組む中、２月２５日には、行政改革推進員・各課推進員からなる９つのワーキンググループから、計１８項目の取組テーマについて報告を受けました。報告の内容は、いずれもしっかりと八尾の将来を見据えた、素晴らしいものでした。通常業務の忙しい中、各所属の枠を超え、皆さんが知恵を出し合ってくださったことに感激しています。特によかったと感じることは、部局の枠を越えて職員の交流・協力ができたこと、あるいは、職員それぞれが持っている個性・感性がよい意味での火種となって多くの職員にその種火が移り、燃え広がる、そういうコミュニケーションであるとか、思いの共有化といったことが成果として現れたのではないかと思っています。すぐにでも実現可能なものは取り組んでいきたいと思います。

「改革推進計画」に関する監理委員の会が開催され、第３回目の報告をさせていただきました。「改革推進計画」の進捗状況は、皆さん方のご尽力により、進展を見ております。委員から、これについて「職員の意欲が十二分に伝わる取り組みであった」との過分のお言葉をいただきました。

３月末まで計画をしっかり推進していかなければならないし、継続分についてこのまま進行管理をしていくのか、新たな方向性を見出しながら新たな計画の中で位置付けて行くのかといったことも議論になっております。それらも踏まえ、今後、何とか１００％の計画達成率を果たしてまいりたいと考えております。そういう強い思いで、皆さん方もぜひ取り組んでいただきたい。

「役所の裏金問題」がマスコミ報道されています。八尾市ではそのようなことはないと考えていますが、各部局においてチェックをしていただきたい。

本市では、現在、各所属で扱う公金について、特に問題があったとの報告は受けておりませんが、今後とも、各所属においては、公金の管理のより一層の適正化に努めていただくようお願いします。

　次に、タバコの喫煙についてですが、勤務中は、原則として、休憩時間以外は控えるよう、お願いします。

新年度を控え、市が設置する審議会等について、委員等の改選時期を迎えるものがあると思いますが、今後、委員等の選任に当たっては、幅広い意見を市政に反映させるため、男女のバランス、重複選任について、十分な配慮を払っていただきますよう、お願いしておきます。女性委員の登用率はなんとか３０％までは達成したい。私自身もこの間、公平委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、教育委員会委員など女性委員の登用を図ってまいりました。部署によっては制約もありますので、その分他の部局でのより積極的な登用をお願いします。
今後、３月定例会での活発な議論が待っていますし、年度末に向けた事業の仕上げや、新年度への準備で忙しい日々が続くことと思いますが、みなさんと共に玉串川の満開のさくらをゆっくりと楽しみながら見られるように頑張ってまいりたいと思っています。皆さん方には、健康に十分留意して、引き続き私と共に、「挑戦する八尾」の実践に頑張っていただくようお願いします。
副市長報告等

(案件に入る前に、冒頭市長から報告のあった第３回改革推進計画に関する監理委員の会及び改革推進計画の今後の取り組み等について、下記の報告と要請等があった。)
先週の２７日(水)に改革推進計画にかかる「監理委員の会」を開催し、本年度の改革推進計画の進捗状況の報告を行ったが、本部員のうち、計画に関係する部局長の出席としたところです。
「監理委員の会」への報告内容は、改革推進計画の平成１９年度中の目標達成が、６３項目中６２項目となり、達成率は９８．４１％となったことを中心にさせていただき、監理委員の会のそれぞれの委員からは確認を含めたご質問をいただきましたが、本部員から説明を行い、各所属では速やかな取り組みであるとの評価をいただきました。また、継続としている各項目は検証を行いながら着実に改善に努められたいとのご意見をいただいたところです。
監理委員の会に対して、市長から平成２０年度以降の継続分は着実に進めていくことと併せ、監理委員の会の委員委嘱期間は本年度末までとなっていることから、基本的に委員の会としての会議を終えることとなり、これまでの活動に対しお礼を述べられた。
以上が監理委員の会の概要でありますが、改革推進計画は平成２０年度以降の継続分を含めると全体で約６１％の達成率となっており、引き続きその推進に取り組んでいただくよう改めてお願いします。
それから、関連して改革推進計画に計上している項目について、各担当部長から後ほどの案件の中で報告等がありますが、改革推進計画に関わって、先ほど市長も挨拶の中でふれられましたが、私の方からも、そのことをお願いします。
なお、改革推進計画に計上している項目の中で、特に「組織管理」の内「適正な事務執行についての幹部職員の管理」と「意思決定を明確にし、職員に指示・伝達する組織体の再構築」については、昨年に部長会で意見をいただき、総務担当所属長会議においても意見交換がされたところです。
このたび、「元気で新しい八尾」を創造していくためにも、庁議で意思決定を行い、別紙のとおり「幹部職員行動宣言」として一本にまとめましたので、市長指示どおり、所属職員にも周知いただきたい。
また、その内「意思決定を明確にし、職員に指示・伝達する組織体の再構築」については、行財政改革プログラムにおいても組織の活性化として意義付けをしたところでありますので、留意願います。
繰り返しになりますが、現在取り組まれている継続分の早期達成について引き続き取り組んでいただくようお願いします。
 eq \o\ad(案件,　　　　)
１　改革推進計画に基づく行政財産の目的外使用許可基準の策定について　　　　　総務部長
行政財産の目的外使用許可については、地方自治法第２３８条の４第７項の規定に基づき許可をしていますが、その許可のあり方について統一的な基準を示し、もって透明性の高い行政を進めるため、現在、庁舎関係における「行政財産の目的外使用許可基準」の作成検討を行っています。昨年末から関係所属との協議を進め、基準素案がまとまりましたので、このたび庁内意見を求めたところです。

まだ、提出いただいていない部局もありますので、２～３日のうちにご提出いただくようご協力をお願いします。

今後、いただいた意見等を踏まえて３月中頃を目処に最終確定し、平成２０年４月１日から運用する予定としていますので、各所属で関係する来年度の目的外使用許可手続きについては、「許可基準」が決定した後に、当該基準に基づき手続きをしていただきたくようお願いします。
　なお、本許可基準は、決定後、庁内掲示板に掲載し、周知させていただく予定としています。
２　団体への職員のかかわりについての指針（案）に対する意見について　　　　職　員　長
３　休息時間の廃止について　　　 職員長
４　平成１９年度包括外部監査の結果に関する報告書の提出について　　　　企画財政部長

平成１９年７月１日付けで締結した包括外部監査契約に基づき、「人件費にかかる財務事務について」を監査テーマとして、平成２０年２月２６日までの間、包括外部監査が実施されました。去る２月２７日には、監査の結果に関する報告と、あわせて組織及び運営の合理化に資するための意見が包括外部監査人から監査委員、市長、教育委員会及び市議会に提出されたところです。

監査の結果内容としては、人事評価、特殊勤務手当承認印もれ、職員分限懲戒審査委員会の開催について、職員厚生会の収支状況などが結果として指摘がありました。
また意見については、職員配置、給与規定等の改定に伴う昇給運用、役職段階別加算、退職手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、住居手当額の見直し、時間差手当、今後の職員厚生会のあり方、ごみ収集事業のあり方などの意見が出されています。

報告内容につきましては、本日３月３日付けにて監査委員より公表される予定です。さらに市政だより４月２０日号において報告書の提出についてのお知らせを掲載する予定となっています。

今後の本市の取り組みとしましては、外部監査制度が地方公共団体の行財政運営に資することを期待して導入された趣旨を踏まえて、出された意見についての分析・検討を行い、今後の行財政運営に反映できるよう努めてまいりたいと考えています。

５　包括外部監査の結果に基づき講じた措置について　　　　　企画財政部長

　　平成１４年度から平成１８年度にかけて実施された包括外部監査の結果等については、各所管において改善に取り組んでいただいています。
平成１４年度から平成１８年度の包括外部監査の結果に基づき講じた改善措置等の内容については、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定に基づき、平成１５年８月から平成１９年８月の間で監査委員への通知を行い、公表が行われたところです。

今回、平成１４年度から平成１８年度までの包括外部監査の結果に基づき、本年１月２１日までに、講じた改善措置等の内容について、２月２７日に監査委員に通知を行い、それを受けて、同項の規定に基づき、当該通知に係る事項について、本日３月３日に監査委員により公表される予定です。
包括外部監査の結果に基づき講じた改善措置等の内容につきましては、お手元に配布している資料のとおりであり、１ページから３ページにかけては、平成１４年度包括外部監査の対象である「出資法人（４法人）の財務事務及び八尾市の４出資法人に対する出資金、委託料及び財政援助に関する財務事務について」にかかる監査の結果とそれに対する措置の内容と改善の方針、また、意見の内容とそれに対する取り組み等の内容と改善の方針について記載しています。
　　４ページから１２ページにかけては、平成１５年度包括外部監査の対象である「補助金の財務事務の執行について」にかかる監査の結果とそれに対する措置の内容と改善の方針、また、意見の内容とそれに対する取り組み等の内容と改善の方針について記載しています。
　１３ページから１４ページにかけては、平成１６年度包括外部監査の対象である「八尾市公共下水道事業及びその他の下水処理に関連する事業について」にかかる監査の結果とそれに対する措置の内容と改善の方針、また、意見の内容とそれに対する取り組み等の内容と改善の方針について記載しています。
１５ページから２１ページにかけては、平成１７年度包括外部監査の対象である「『公の施設』の管理運営について」にかかる監査の結果とそれに対する措置の内容と改善の方針、また、意見の内容とそれに対する取り組み等の内容と改善の方針について記載しています。
２２ページ以降は、平成１８年度包括外部監査の対象である「八尾市立病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について」にかかる監査の結果とそれに対する措置の内容と改善の方針、また、意見の内容とそれに対する取り組み等の内容と改善の方針について記載しています。
措置及び取り組み等の内容について、既に改善済みのもののほか、現在引き続き検討中のものがあるので、今後の取り組みとして、引き続き、包括外部監査の結果に基づく措置状況等を半年毎に集約するなど、継続した取り組みを続けてまいりたいと考えています。

次回、包括外部監査の結果に基づき講じた改善措置等の内容についての監査委員への通知については、平成２０年８月を予定しているのでよろしくお願いします。なお、通知の内容については、監査委員より既に八尾市ホームページ及び情報公開コーナーでの公開がなされており、加えて４月２０日発行の市政だより５月号での要約文の掲載を予定されています。
６　平成２０年度府暫定予算に係る市予算の取扱について　　　　　企画財政部長

　まず、平成２０年度の大阪府暫定予算に係る経緯ですが、橋下新知事が就任されて、大阪府は２月６日（水）に「財政非常事態宣言」を出されました。内容としましては、「今まで、大阪府は府債を返済するための基金からの借入れ等により財政再建団体への転落を防いでいたが、こうした手法は負担の先延ばしでしかないので減債基金からの借入れ９９２億円を止める。」という趣旨のものでありました。

府の標準財政規模は１.４兆円であるので、その▲５％、約７００億円の赤字で財政再建団体に転落することになるので、仮に、減債基金からの借入れがなければ、既に財政再建団体になっていたということであります。

その後２月１８日（月）には、市町村長及び財政担当部長を対象にした説明会がとられ、資料１のとおり暫定予算に係る「市町村に対する補助金等の予算計上一覧」（未定稿）を示されました。そこでは、「暫定予算に計上してあっても、本予算に計上されるとは限らない。暫定予算に計上されていなくても、本予算で計上されるものもある。」との説明がありました。また、今後の府のスケジュールとしましては、「具体的なことは未定ですが、６月頃までに、全事務事業をゼロベースで見直し、６月議会に上程予定する。」とのことでありました。

その後、２月２２日（金）大阪府暫定予算の発表がありました。

次に、府の暫定予算に係る市の影響額ですが、現時点ではどの事業が本予算に計上され、どの事業が計上されないか不明でありますので、単純に暫定予算に計上されていない府補助金等を概算で整理すると、資料２のとおり、市としての影響額は１億２，２００万円程度となるものであります。

最後に、今後の予算執行等についてでありますが、府補助金等を財源とする市の事業について、今後、府の本予算に計上されないことも考えられますが、市としては以下のとおりの対応をお願いします。

まず、１点目は、府の本予算までに、予算執行をしなくてもいいものについて、府の本予算が決まるまで契約等しないようお願いします。また、２点目として、４月から、すぐに契約しなければならない事業について、契約条項等の中に、「府の本予算の動向次第で契約変更等があり得る」旨の条文を記載していただくようお願いします。以上、府の暫定予算に係る市予算の取扱について報告とお願いとさせていただきます。

　　　　　　　

７　ＩＴ関係事業効率化に向けた検討会報告書について　　　　　　企画財政部長

本市の情報システムについては、ホストコンピューターによる処理のほか、各主管課のクライアントサーバシステム等による処理を行っていますが、全庁的な情報システムに要する経費は肥大化し、厳しい財政状況のもと、硬直化している経費の縮減が緊急な課題となっています。

このような状況の中で、全庁的な情報システムについて見直す必要があるため、庁内で「ＩＴ関連事業効率化に向けた検討会」を立ち上げ、これまでの情報化の経緯を踏まえ、現状と課題を分析し、人材育成を含む組織・体制の課題、システムの見直し手法など、今後の情報化の方針について検討を行い、別添のとおり報告書をまとめました。

検討会での結論については、次の２点です。

①全庁的な情報システムについて、システムの最適化や情報システムに関するトータルコストの削減を目的とし、今後の情報システムの見直しの方針や手法を決定するためには、情報システムアセスメントの実施が必要である。このアセスメントの実施にあたり、限られた期間で、システム全般について、多角的な視点で現状分析や課題分析を行い、最適な見直しの施策を決定するためには、専門的なノウハウや手法、マンパワーが不可欠であるので、専門の業者に委託して実施することが望ましい。

②情報システムアセスメントの結果に基づいて、本市の情報システムを抜本的に見直すためには、強力なリーダーシップを持って取り組まなければならず、そのためには組織・体制の強化が必要である。その推進体制として、ＣＩＯ（最高情報責任者）を設置し、副市長の就任が適任である。また、情報化や情報システムに関する高度な知識によってＣＩＯを補佐するために、ＣＩＯ補佐の設置は必要です。

　
８　行政改革推進員・各課推進員によるワーキンググループ会議の検討結果について　行政改革室長

冒頭の市長からのごあいさつにもありましたように、平成２０年７月に設置した行政改革推進員・各課推進員によるワーキンググループによる検討結果の報告が２月２５日にあり、どのグループの内容もすばらしいものでありました。

会議は９グループが１８項目のテーマを設定し、それぞれ検討した内容であり、報告書は庁内ＬＡＮのキャビネットに掲載していますので、所属職員にも周知いただくようお願いします。また、今後その実現化に向け検討していく必要があると考えていますのでご協力いただくようお願いします。
(本日は、時間の関係もあるので、いくつかのご紹介をさせていただきます。)
グループ「Ｃ」の「親切丁寧な市役所づくりについて」の内、テーマが「来庁者へのサービスの向上策」については、以前の部長会においてもご協力をお願いしましたが、本庁舎１階ロビーで来庁者アンケートを実施しました。そのアンケートの結果では概ね職員の対応は、満足ということでありましたが、一部「待ち時間・処理時間」「庁舎の使いやすさ」「職員の身だしなみ」について意見があり、今後、改善していくことが必要等であります。
また、グループ「Ｇ」の「元気な市役所づくりについて」の内、テーマが「地域でのまちづくりと都市づくりの活性化の検討」では、八尾市のまちに暮らす人々が、それぞれの地域において互いに助け合いながら元気に活動すること、そして市役所がこれを評価し支援を行ったり、地域の総意を予算に反映させることが、住民自治を活性化させ、「元気な市役所」（＝元気な八尾市）につながるという考えから、まちづくりを進める上での地域や行政の課題を分析するとともに、地域まちづくりの発展のために、①地域住民が行う公共サービスの提供を評価し、活動量に見合った財源を配分できるようにする「地域ポイント制度」、②地域の課題のうち市が直接実施すべき事業について地域から提案を受け、市がこれを審査し実施する「住民からの提案制度」に加え、これらを円滑に進めるための地域側と行政側の窓口の一元化として、地域の活動についてポイント制度を導入することにより地域活動の活性化と地域の実情に応じた公共サービスを提供できるという内容でありました。
　最後に、グループ「Ｆ」の「無駄のない市役所づくりについて」の内、テーマが「ペーパーレス化」はすでに、ＫＥＳの取組みを進めているが、具体の取組み提案があり、本日の部長会でもできることから行動をしていこうということで、秘書課ではプロジェクターを活用して取り組んでいただいています。物理的に課題がありますが、スピーディーに行動していくという取組みが大切だと思っています。
　以上、例示としてご紹介させていただきましたが、是非キャビネットをごらんいただき、職場での検討をお願いします。
９　八尾市水道ビジョンの策定について　　　　　水道局長
(別紙冊子参照)

水道局では、このたび「八尾市水道ビジョン」を策定しましたので、各所属へご報告させていただくとともに、周知とご協力をお願いします。
名称は、「八尾市水道ビジョン」としています。
計画期間は、平成２０年度から平成３２年度までの１３ヵ年としており、計画の最終年度を、次期八尾市総合計画の最終年度である平成３２年度に合わせたものです。

基本理念は、「安全と安心が　未来をEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps12 \o\ad(\s\up 11(ひらく),拓く)　信頼の水道」　で、サブタイトルとして、～お客さまとともに歩む八尾水道～としています。
基本方針は、次の６項目を定めました。

①　災害や危機管理に強い安全な水道

②　信頼性の高い安心な水道

③　健全経営を保ち続ける水道

④　多彩な人材と柔軟な組織が支える水道

⑤　地球環境にやさしい水道

⑥　お客さまとともに歩む水道としています。

策定の背景ですが、本市水道事業は、旧八尾町及び旧龍華町時代の昭和１４年に通水を開始して以来、約７０年の歴史があり、来年、平成２１年には創設７０周年を迎えます。
しかしながら、少子高齢社会の進行や産業構造の変化等により水需要が減少傾向にあり、収益が伸びない中で、一方、費用面においては、人口急増期に建設した水道施設の更新が急務となっている状況にあります。
今後も、市民に安全で安心なおいしい水を安定的に供給し、また、東南海・南海地震の発生が非常に高い確率で予想されてもいますので、耐震性に優れた災害に強い水道施設を再構築し、緊急時の対応体制や危機管理能力を一層強化するとともに、健全財政の確保や確実な技術継承などを目的として、このたび「八尾市水道ビジョン」を定めたものであります。
なお、策定に際して、平成１９年度において、市民アンケート及び策定諮問委員の会の設置、並びにパブリックコメントを実施しています。
八尾市水道ビジョンの位置付けでありますが、第４次八尾市総合計画の中で、「生活環境分野」のうち「上水道の安定供給と効率的な運営」を目指して事業運営することとされており、今後も同計画との整合性を図るとともに、ビジョンの実行性を担保するため、別途５ヵ年程度の「財政計画」を策定し、地方公営企業として効率的な事業運営に努めていくものであります。
10　その他

（１）八尾市危機管理対応方針について　　　　　総務部長
　　本市では、「自然災害」を中心とした災害については、災害対策基本法の規定に基づ

く地域防災計画で対応し、「国民保護」については国民保護法に基づく国民保護計画で

対応することとしています。

一方で近年、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）や高病原性鳥インフルエンザの発生

等さまざまな危機事象が発生していることに伴い、平成１６年４月に自然災害以外の危機事象に対応するため「八尾市危機管理対策における基本方針」及び「八尾市危機管理対策要綱」を制定しました。要綱に基づき、各担当所属において積極的な取り組みがされています。

近年の八尾市を取り巻く危機事象として、平成１７年５月に市民税個人情報盗難事件の発生、同年７月からの公共建築物のアスベスト対策、平成１８年８月の本市発注の公共工事下請業者恐喝事件発覚など、さまざまな危機事象が発生しており、今後、全職員がより一層危機管理に対する意識の向上に努めるとともに、危機事象が発生した時には、迅速かつ的確な対応ができるよう体制の確立を図ることが急務となっています。

このことから、八尾市における自然災害以外の危機管理対応の基本的枠組みの構築と

総合的な対応を行うため、「八尾市危機管理対策における基本方針」をこのたび、「八尾市危機管理対応方針」として作成替えを行ったところであります。方針作成に当たっては、危機管理対策連絡会の開催や、１月２４日から２月１２日の間において庁内意見を求め、３６項目のご意見をいただきました。これらの意見を反映し、作成を行ったところであります。

本方針は、「総則」「平常時の対応」「緊急時の対応」「収束時の対応」「資料」で構成

しており、それぞれの時点における危機管理体制等について記載していますので、各部局におかれては、所管する業務から想定される危機事象を日常的に適切に把握し、危機事象発生時には的確な対応に努めていただくようお願いします。

　　なお、本方針は、後日、庁内掲示版に掲載し、周知させていただく予定としています。

(２)八尾市ＰＲ名刺デザインの作成について　　　　　総務部長
本件については、口頭での説明となりますのでよろしくお願いします。
本件は、「元気で新しい八尾づくり」のため、本市のイメージアップを図る一環として、現在、総務部で、行財政改革アクションプログラムに基づき、八尾市の魅力を内外にＰＲする媒体として、職員が普段、仕事で使用する名刺のサンプルデザインづくりを進めているところです。
ＰＲ名刺については、「河内音頭」や「玉串川の桜」、「久宝寺寺内町」など、八尾市の一押しとなる素材の写真などをあしらったデザインを予定しています。
また、ＰＲ名刺の提供方法については、職員の自宅でもパソコンが普及していることから、自宅で編集、作成、印刷できる、デジタルデータでの提供と考えています。
今後、３月中旬過ぎを目途に作業を終え、具体なＰＲ名刺の図柄や利用法などについて、改めて、担当所管である広報課の方から各部所属に対して通知させていただきますが、新年度に大規模な機構改革、並びに、定期人事異動が控えていることから、その際の名刺の作り替えに「ＰＲ名刺」を必ずご活用いただき、全庁あげて、本市のイメージアップにつなげていきたいと考えています。
なお、本件については、午後の総務担当所属長会議においても、別途、ご報告させていただきますのでよろしくお願いします。

(３) 大邱広域市中区への視察について　　　　　人権文化部長

　　２月１３日から１６日の４日間、大韓民国大邱広域市中区を視察してきましたので、その概要についてご報告します。

　　視察団は、先月１３日から１６日の４日間、原副市長を代表とする４名で視察を行ってきました。まず、区長への表敬訪問の後、区長、副区長をはじめ中区の全局長及び室長の出席のもと歓迎式が執り行われました。続けて、区議会への訪問でも、議長を含む７名の全区議会議員が出席されており、組織を挙げての歓迎をいただいたところです。
次に、友好交流協議では、副区長をはじめとする関係所属長が出席され、今後の交流のあり方について意見交換を行いました。

その際、中区長の本市訪問を強く希望されるとともに、田中市長の訪韓に向けた予算化をすでに行っていることなどの説明を受け、友好交流に向けた強い思いが感じられました。

また、青少年や、ボランティア団体など民間も含む幅広い交流を望まれていることがわかりました。この他、中区及び大邱広域市の施設を視察したところです。

今回の視察では、全体を通して、中区長のリーダーシップの元、中区が組織を挙げて、迎え入れていただいた様子が伺えました。特に、視察先では関係所属長による出迎えを受けたことや、既に公費をもって職員（１４名）に日本語の習得をさせていることなど、本市との交流に向けた熱意と誠意が伝わるものでした。

また、行政組織や体制においては、日本と類似する点が多々あり、施策を進める上での課題を共有できるなど、今後さまざまな分野で交流を進めることは本市にとって有意義であると感じました。例えば、福祉施設の視察では、人口８万人の区でありますが、１万５千人のボランティア登録のもと活発な取り組みが実施されているとの紹介があり、本市にとっても、福祉・産業振興分野をはじめ市民との協働のあり方などで、学ぶべきところがあると考えています。

なお、今後の友好交流については、３月の総務委員会でご報告を行う予定であります。今回は窓口として人権国際課中心のメンバーで訪問しましたが、平成２０年度中に専門分野毎に相互訪問などを行い、友好交流協議を積み重ねて参りたいと考えています。

そこで、来る時期に視察団が来市される折、また、視察団を派遣する折には、皆様のご協力をお願いして、視察報告といたします。

※終了後、①「八尾市男女共同参画施策推進本部会議」、②「行政の福祉化検討会議」が開催された。

　　　
（次回部長会の予定：平成２０年３月３１日（月）午後２時３０分～　庁議室）















